
　火災、地震、台風、水害、地すべりなどによる
災害が発生し、または発生するおそれがあるとき
は、避難所を開設します。
　災害時の対策本部は適時役場に設け、避難場所
などについては防災放送、町広報車、登録制メー
ル、SNSなどでお知らせします。

◆非常持出品と備蓄品
　いざというときすぐに持ち出せるように、日ご
ろから準備、点検しておきましょう。
○非常持出品
　避難するときは次のものを持ち出しましょう。
１．貴重品（現金、預金通帳、印鑑など）
２．非常食品（乾パン、缶詰、栄養補助食品など）
３．携帯ラジオ、懐中電灯（予備電池は多めに）
４．応急医療品（ばんそうこう、包帯など、持病
のある方は常備薬も）
５．感染症予防用品（マスク、消毒液、体温計など）
６．その他の生活用品（下着、タオルなど）
○非常備蓄品
　災害復旧までの数日間を自足できるように準備
しておきましょう。

１．飲料水（１人１日３リットルを目安に）
２．非常食品（レトルト、インスタント食品、調
味料など）
３．燃料（卓上コンロ、固形燃料など）
４．その他の生活用品（毛布、洗面用具、ポリタ
ンクなど）

　防災放送でお知らせした情報を電話で確認する
ことができます。

【自動音声応答電話番号】TEL629-0011

防災放送自動音声応答システム

　町からの災害情報などをメールにて配信してお
ります。以下のサイトまたはURLなどから登録
ください。

（パソコン・スマートフォン）
https://plus.sugumail.com/usr/yamanobe/home

（携帯電話）
https://m.sugumail.com/m/yamanobe/home

山辺町登録制メール

　都市計画区域内の土地を売るときは、道路計画
や地区計画が定められている場合がありますので
あらかじめ確認してから、売買を行いましょう。

　都市公園内の施設が壊れていたり、特別に使用
したいときは、連絡してください。

　一定面積（市街化区域2,000㎡、市街化調整区
域5,000㎡、都市計画区域以外の区域10,000㎡）
以上の土地について、土地売買等の契約（予約を
含む）をした場合には、当事者のうち権利取得者
は契約締結後２週間以内に知事に対し、利用目的、
取引価格などを届け出なければなりません。

　建築する場所や土地の面積などによっては、建
築確認を受ける前に、都市計画法の許可が必要で
す。詳しいことは、案内図をご持参のうえ相談し
てください。
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　交通事故の被害者をお互いに助け合うための制
度で、年会費は１人400円です。
　万一の事故に備えて、家族全員加入しましょう。  

○共済見舞金
　治療期間と治療実日数により２万円から15万
円の範囲内で支払われます。（後遺傷害50万円、
死亡100万円）交通事故発生の日から、１年以内
に請求してください。

○交通遺児に対する一時金の支給
　会員である父母（養父母）または、生計の中心
者が交通事故で死亡したとき、生計を同じくする

満18歳までの子どもに一時金を支給します。 

　①激励見舞金
　　１世帯　　　50,000円
　②勉学等奨励金
　　12歳以下　　60,000円
　　15歳以下　　80,000円
　　18歳以下　　120,000円
　③入学祝金
　　小学校　　　50,000円
　　中学校　　　70,000円
　④卒業等祝金
　　中学卒業　　70,000円
　　18歳到達　　120,000円

　支給事由発生の日から、１年以内に請求してく
ださい。

交通災害共済見舞金

生活環境係



　道路はみんなの公有財産です。道路を無断で使
用したり工事したりすると、交通の安全と快適な
生活が保てなくなります。
　道路を掘削したり、工事などの資材を置きたい
場合には、必ず道路占用許可申請書または道路工
事施工承認申請書を提出し、許可を受けてくださ
い。

　道路や水路の公共用地に、隣接してへいや車庫
などの構造物をつくるときは、町や県など関係機
関立ち会いの上、境界を確認してから行ってくだ
さい。

　道路、橋、側溝などが壊れていたら、連絡して
ください。

　雪の障害から生活道路を守るため、計画に沿っ
て道路除雪作業を行いますので、ご協力ください。
１．路上駐車は絶対にしないでください。
２．道路側溝は流雪溝ではありませんので、雪を
捨てないようにしてください。
３．屋根や宅地内の雪は道路に出さないでください。
４．家庭の出入り口や車庫の前などは、各自で片
づけるようご協力ください。
５．幅の狭い歩道や除雪対象外の道路は、町内会
ごと協力して除雪しましょう。
６．朝方から雪が降り積もる日が続いたときなど
は、日中除雪を行う場合があります。

　通勤・通学・通院・買い物・温泉入浴など幅広
く利用できるやまのべコミュニティバスを運行し
ています。ぜひ、ご利用ください。
　また、山間部と平野部の拠点を結ぶデマンドバ
スもありますので、ぜひご利用下さい。
　なお、運行日は、月～土曜日になりますので、
ご注意ください。

▽きっぷの購入方法
【普通乗車券】ワンマン車両の場合は、列車内で
整理券を受け取り、下車した駅で運賃をお支払い
ください。
【定期券や新幹線のきっぷなど】山形駅、北山形駅、
寒河江駅などの近隣駅の「みどりの窓口」でご購
入ください。
▽乗車券の購入、列車時刻、運賃、空席情報など
に関する問い合わせ
　ＪＲ東日本お問い合わせセンター
　　TEL 050－2016－1600

　農地（田、畑）、採草放牧地を売買したり、宅
地などに使用する目的で転用するときは、すべて
申請あるいは届け出をしなければなりません。締
め切りは毎月10日です。
◆申請や届け出の対象となるもの
１．農地の売買、交換、贈与などによる所有権の
移転および農地として賃貸借、使用貸借をする
ような場合
２．農地の賃貸借を解約する場合
３．自己の所有農地を農地以外に転用するような
場合
４．農地を農地以外に転用する目的で売買したり、
または、貸し付け、借り受けをするような場合

　農業者の老後の生活安定を図るために設けら
れた公的年金制度です。
　加入できるのは国民年金の第１号被保険者で、
年間60日以上農業に従事する60歳未満の方です。
　年金は原則65歳に達したときから受給でき、
生涯受け取ることができます。
　農業者年金への加入と受給の手続きはJAが窓
口となります。
　農業者年金についてご不明なことがあればお問
い合わせください。

　営農に係る雨よけテントのビニールやマルチ、
育苗箱、農薬の空容器などの不要になった農業用
プラスチック類は「産業廃棄物」になります。こ
のため、野焼き・不法投棄などをすると、法律に
より罰せられます。
　処分は、購入した販売店へ相談、若しくは年1
回の回収を予定しています。詳細は広報などにて
お知らせします。

　農業制度融資は、農業者の方々の経営規模の拡
大や新たな取り組みなどの農業経営改善を支援す
るために設けられた融資制度で、県や市町村が利
子補給等を行うことにより、長期かつ低利資金の
融通を行っております。
　農業制度融資を利用するためには、ご自身の農
業経営の課題を把握し、今後の農業経営をどのよ
うに改善するのかを記載した計画書を作成してい
ただき、農協や銀行等の金融機関に申し込みくだ
さい。
　また、制度の詳細な内容、経営改善計画書の様
式等については、最寄りの農協や銀行等にお問い
合わせください。
【主なもの】農業近代化資金、スーパーＬ資金、
農業改良資金（無利子）、青年等就農資金（無利子）

◇農地や農業用施設の新設、改良を行う場合
　ほ場整備、畑地整備、かんがい排水、農道整備
の事業を土地改良区、JA、共同施行者などの団
体が行う場合に補助金が交付されます。

◇農地や農業用施設が災害を受けてしまった場合
　被災した農地や農業用施設を復旧する場合は、
補助金や原材料の助成が受けられます。
　もしも農地や農業用施設に災害があった場合に
は、早急にご連絡ください。

◇農道の保全や維持管理のために砂利を敷きたい
　町や土地改良区が管理保有する農道以外の農道
に、砂利等の原材料の一部を助成します。

※上記すべてに要件等がありますので
　詳細については、お問い合わせください。
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生活環境係 総合戦略係TEL667－1109

農業用使用済プラスチックの処理

担い手支援係 TEL667-1106
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担い手支援係 TEL667-1106
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